
 

 

 

岐阜県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱 

 

令和７年６月２日制定 

令和７年１２月２２日一部改正 

 

（総則） 

第１条 県は、物価高騰の影響を受ける、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福

祉サービス事業を行う事業所、同条第１１項に規定する障害者支援施設、同条第１

９項に規定する相談支援の事業を行う事業所、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援の事業を行う事業所、同条

第６項に規定する障害児相談支援の事業を行う事業所及び同法第４２条に規定す

る障害児入所施設（以下これらを「施設等」という。）を運営する者が、可能な限り、

入所者又は利用者の負担を増やすことなく、円滑に施設等の運営ができるよう、予

算の範囲内で、支援金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定め

るところによる。 

 

（対象事業者） 

第２条 支援金の交付の対象となる事業者（以下「対象事業者」という。）は、令和７

年１２月１日時点で、県内に所在する施設等（令和７年１２月１日から令和８年３

月３１日までの間に廃止又は休止（予定を含み、災害その他やむを得ない理由によ

る廃止又は休止を除く。）する施設等を除く。）において、別表１に定めるサービス

を提供している者とする。 

 

（欠格事由） 

第３条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象事業者となることができな 

い。 

⑴ 暴力団（岐阜県暴力団排除条例（平成２２年岐阜県条例第５４号。次号におい 

て「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

⑵ 暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

⑶ 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業

務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、

法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同

等の責任を有する者を、個人にあってはその者及び使用人をいう。以下同じ。）が

暴力団員等であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人

又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。） 

⑷ 役員等が、暴力団員等を使用し、又は雇用している個人又は法人等 

⑸ 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している個人又は

法人等 

⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人

又は法人等 

⑺ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有している個人又は法人等 



 

 

 

⑻ 役員等が、暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している

者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等

を締結し、これを利用している個人又は法人等 

⑼ 国、岐阜県又はその他の地方公共団体の各種給付金、補助金、助成金等におい

て、無資格受給又は不正受給を行った者 

⑽ 国、岐阜県又はその他の地方公共団体の各種給付金、補助金、助成金等におい

て、国、岐阜県又はその他の地方公共団体からの返還依頼等に応じていない者 

⑾ 第５条第１項の規定による申請をした者に対し知事が行う現地確認及び書類

の提出の求めに応じない者 

⑿ 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨、目的等に照らして適当でないと知事

が認める者 

 

（支援金の金額等）   

第４条  対象事業者に交付する支援金は、光熱費、燃料費及び食材料費の物価高騰に

係る上昇分（消費税及び地方消費税相当額を除く。） を対象とし、その金額は、別

表１の第１欄に定める区分に応じ、第２欄に定める額とする。なお、令和７年５月

１日以降の新規指定事業所については、実績がない期間に係る金額を減額する。 

 

（交付の申請及び請求） 

第５条 支援金の交付を受けようとする対象事業者は、様式１に別表２に掲げる書類

を添えて、知事に申請及び請求しなければならない。 

２ 申請書兼請求書の提出期限は、知事が別に定める日とする。 

 

（交付の決定等） 

第６条 知事は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審

査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 知事は、支援金の交付の決定をしたときは、当該申請をした者に支援金を交付す

るものとする。 

３ 知事は、支援金の不交付の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知

するものとする。 

 

 （決定の取消し） 

第７条 知事は、対象事業者が法令等若しくはこれに基づく知事の処分に違反したと

き、又は誓約書に虚偽の誓約をしたときは、交付の決定を取り消すことができる。 

  

 （支援金の返還） 

第８条 知事は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、既に支援金が交付

されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

  

 （暴力団の排除等）  

第９条 第５条第１項の規定による申請があった場合において、当該申請をした者が

第３条各号に掲げる者に該当するときは、知事は、その者に対して支援金の交付を

しないものとする。 

２ 知事は、第６条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決定を受

けた者が第３条各号に掲げる者に該当することが明らかになったときは、第７条の

規定により支援金の交付の決定を取り消すものとする。 



 

 

 

３ 前項の場合において、既に支援金が交付されているときは、知事は、前条の規定

により、期限を定めて、返還を命ずるものとする。 

 

 （加算金及び延滞金） 

第１０条 対象事業者は、第８条の規定により支援金の返還を命ぜられた場合であっ

て知事が必要と認めるときは、その命令に係る支援金の受領の日から返還の日まで

の日数に応じ、当該支援金の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間に

ついては、既返還額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算し

た加算金を県に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、対象事業者の

納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、ま

ず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。 

３ 対象事業者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

４ 知事は、第１項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるとき

は、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

 （立入調査等） 

第１１条 知事は、この要綱に基づく支援金に係る予算の執行の適正を期するため必 

 要があるときは、対象事業者に対して報告を求め、又は対象事業者の事務所等に立

ち入り、帳簿その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

  

（帳簿等の保存期間） 

第１２条 対象事業者は、支援金の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、申請

の日の属する年度の翌年度以降５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、支援金に関し必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年度分の予算に係る支援金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年度分の予算に係る支援金から適用する。ただし、令和７年  

８月８日以前に第５条第１項の規定による申請が行われた支援金については、なお従

前の例による。 

  



 

 

 

別表１（第２条、第４条関係） 

１ 対象となるサービス ２ 金額 

（１）居宅介護、重度訪問介護、同行 

援護、行動援護 

※同一の事業所で介護サービスを提供 

している場合を除く。 

※共生型サービスを除く。 

９１，０００円 

（２） 就労定着支援、自立生活援助、 

居宅訪問型児童発達支援、保育所 

等訪問支援 

９１，０００円 

（３） 計画相談支援、地域移行支援、 

地域定着支援、障害児相談支援 

※同一の事業所において、一体的に複 

 数のサービスを行っている場合は、 

 主たる１事業所分を対象とする。 

９１，０００円 

（４）生活介護、自立訓練（機能訓

練）、自立訓練（生活訓練）、短期

入所（空床利用型を除く）、就労

移行支援、就労選択支援、就労継

続支援（Ａ型）、就労継続支援

（Ｂ型）、児童発達支援、放課後

等デイサービス 

※共生型サービスを除く。 

※自立訓練（生活訓練）については、

宿泊型自立訓練を含む。 

※障害者支援施設における日中活動サ

ービスを除く。 

※障害児入所施設と同一敷地内におい

て、主に入所利用者を対象に障害児

通所支援事業を実施する場合を除

く。 

※児童発達支援及び放課後等デイサー

ビスを提供している多機能型事業所

については、サービスごとにそれぞ

れ異なる区画又は部屋で当該サービ

スを提供しているときは、当該サー

ビスごとに対象とする。 

光熱費、燃料費 

１８１，０００円 

食材料費 

６３，０００円 

※次のいずれかに該当する場合に限る。 

①食事提供体制加算を算定している場合 

②食事提供サービスを実施している（出

前の方式や市販の弁当を購入して利用者

に提供する方式を除く）場合 

（５）施設入所支援、共同生活援助、

療養介護、福祉型障害児入所施

設、医療型障害児入所施設  

定員２０人未満 

２７６，０００円 

定員２０人以上４０人未満 



 

 

 

※岐阜県医療機関等物価高騰対策支援

金の交付を受ける施設及び事業所を

除く。 

８２８，０００円 

定員４０人以上６０人未満 

１，３８０，０００円 

定員６０人以上８０人未満  

１，９３２，０００円 

定員８０人以上１００人未満  

２，４８４，０００円 

定員１２０人以上１４０人未満  

３，５８８，０００円 

定員１８０人以上２００人未満  

５，２４４，０００円 

定員２００人以上２２０人未満 

５，７９６，０００円 

※事業所数及び利用定員は、令和７年１２月１日時点のものとする。  

※令和７年５月１日以降の新規指定事業所については、実績がない期間に係る金額

を減額する。 

 

 

別表２（第５条関係） 

１ 様式２ 支援金額算定調書 

２ 様式３ 振込先確認書 

３ 様式４ 誓約書 

４ その他 その他申請において必要と認められる書類 

 


